
世田谷区選挙事務補助（会計年度任用職員）登録者募集要領 
 

１ 職務内容                                      

 選挙事務全般の補助（書類作成、郵便物整理・発送、物品整理・搬送等の補助） 
 

２ 登録資格                                      

以下の条件を満たす方 

・選挙事務補助の職務を遂行するにあたり、健康で職務に意欲のある方 

※ 以下の地方公務員法等で選考を受けることができないとされている方は応募できません。 

【参考：地方公務員法第１６条（欠格条項）】 

 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しく

は選考を受けることができない。 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から第６３条までに規定する罪を犯し、刑に

処せられた者 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

※ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者は受験できません（心神耗

弱を原因とするもの以外）。 
 

３ 登録期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 ※年度の途中で申し込まれた場合は、受理日から令和９年３月３１日まで 
  

４ 勤務条件等 

（１）任用期間  

   各選挙につき、選挙期日の公示又は告示日の３５日前から選挙期日の２日後まで【選挙事務補助 A～E 共通】 

※急な解散等に伴う選挙執行の場合、任用開始日が選挙期日の公示又は告示日の３５日前以降となる

場合があります。 

 

（２）勤務日数（土・日・祝日を含む） 

   選挙事務補助 A 任用期間中２０日 

   選挙事務補助 B 任用期間中１５日 

   選挙事務補助 C 任用期間中１０日 

   選挙事務補助 D 任用期間中 ８日 

  選挙事務補助 E 任用期間中 ５日 
 

  勤務日数・勤務日について 

・任用期間のうち、選挙事務補助 A～E の区分による所定日数を勤務いただきます。希望する勤務日数

に応じ、区分を選択してください（複数選択可）。また、「世田谷区選挙事務補助（会計年度任用職員）

登録申込書兼履歴書」の希望勤務日数欄に選択した区分を必ず記入してください。 

・勤務日については、面接（登録者のうち、面接実施通知が届いた方のみ）における意向などを踏まえ、

採用決定後に調整します。 

・１週間（日～土）における勤務日数は４日を超えない範囲で指定します。 
 

（３）勤務時間・休憩時間 

  １日４時間勤務（休憩時間なし） 

  



 
  

 勤務時間帯について 

  ・選挙期日の公示又は告示日から前と公示又は告示日以降で勤務時間帯等が異なります。詳細は、「世田

谷区選挙事務補助（会計年度任用職員）勤務時間帯例」をご参照ください。 
 

（４）勤務場所 

  ・世田谷区選挙管理委員会事務局（世田谷４－２２－３３ 世田谷区役所西棟４階） 

・大会議室（世田谷４－２２－３５ 世田谷区役所第２庁舎４階） 

   

（５）報酬 

   日額６，２８２円（地域手当相当分含む。） 

   ※交通費別途支給（上限月額５５，０００円）。 

   ※報酬の支払いは月単位となります。勤務した月の勤務日数に応じた額を翌月に支払います。 

    例）５月に４日勤務→４日×６，２８２円＝２５，１２８円を６月に支払い 
 

  【参考：任用期間を通じた総支給額】 

   選挙事務補助 A １２５，６４０円 

   選挙事務補助 B  ９４，２３０円 

   選挙事務補助 C  ６２，８２０円 

   選挙事務補助 D  ５０，２５６円 

  選挙事務補助 E  ３１，４１０円 

  ※いずれも地域手当相当分含む。 
 

（６）健康保険・厚生年金保険・雇用保険 

   該当なし 
 

（７）公務災害補償等 

   公務災害補償等の適用あり 
 

（８）休日 

   勤務が指定されていない日 
 

（９）休暇等 

   詳細はお問い合わせください 
 

（10）その他 

  ・地方公務員法上の服務に関する規定が適用となるため、これに違反した場合には懲戒処分等の対象 

   となることがあります。 

  ・年度をまたいで業務が生じる場合、任期は年度末までとなりますが、勤務実績等を考慮し能力実証を

行った上で、翌年度に再度の任用をする制度があります。 

   再度の任用があった場合の所定の勤務日数は、区分に応じて、前年度から通算した日数をなります。 
 

５ 登録方法・申込期間 

（１）登録方法 

  「世田谷区選挙事務補助（会計年度任用職員）登録申込書兼履歴書」および「世田谷区における勤務経

歴等確認票」を下記「９問い合わせ先（申込先）」へ郵送または持参にてご提出ください（申込書類の記

入にあたっては、全て自書してください）。 

  欠格事由に該当する方等を除く全員を「採用候補者名簿」へ登録します。 

  ※名簿への登録は、会計年度任用職員としての採用を保証するものではありませんので、ご注意くださ

い。 

  ※提出された申込書類は、選考および任用目的以外には使用いたしません。また、採用の可否に関わら



 
ず返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。 

   

（２）申込期間 

   登録の申込は随時受付しております。 

   ※持参による申込の場合は、午前８時３０分から午後５時まで（土・日・祝日を除く）。 
 

６ 選考方法及び結果 

 選挙執行の都度、必要に応じて選考を実施します。 

 〔選考の流れ〕 

  ・登録者全員の書類選考を実施の上、書類選考合格者に対し面接実施通知を送付します。 

   複数区分を申し込まれた場合は、いずれかの区分で面接を実施します（区分は通知文へ記載）。 

・面接により採用の可否を決定し、合格者に対し採用決定通知を送付します（面接の結果、不合格とな

った場合は不合格通知を送付します）。 

※名簿へ登録されていても、必ずしも面接が実施されるわけではありませんので、あらかじめご了承く

ださい。 
 

７ 身分 

 地方公務員法第２２条の２第１項第１号に基づく会計年度任用職員（一般職の非常勤職員） 
 

８ その他 

 ・個人情報については、世田谷区個人情報保護条例に基づき適切に管理します。 

 ・選考結果に関する問い合わせには、回答致しかねますので、あらかじめご了承ください。 
 

９ 問い合わせ先（申込先） 

 世田谷区選挙管理委員会事務局 

 〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４－２２－３３ 世田谷区役所西棟４階 

 電話：０３－５４３２－２７５１ FAX：０３－５４３２－３０４５ 

 

 令和８年度執行予定の選挙  

・該当する選挙は予定されておりません。 

令和９年度執行予定の選挙  

・世田谷区議会議員・区長選挙（投票日：未定） 

 投票日は令和９年４月下旬が想定されるため、令和９年３月から任用する予定です。 

 

そのほか、年度内に急な選挙の執行が生じた場合は、改めて採用選考を実施いた
します。 



公・告示日

① ① ① ① ① ① ①

② ② ② ② ② ② ②

③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

① ① ① ① ① ① ①

② ② ② ② ② ② ②

③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

① ① ① 投票日 投票日１日後 投票日２日後

② ② ② ❶ ❶ ❶

③ ③ ③ ❷ ❷ ❷

●勤務時間は以下のとおり
【公示日又は告示日以降から投票日前日まで】
　①午前9時30分～午後1時30分　②午前10時～午後2時
　③午後1時30分～午後5時30分
【投票日から投票日2日後まで】
　❶午前9時～午後1時　　　　　❷午後1時～午後5時
●勤務場所は主に大会議室
〔留意事項〕
・衆院選の場合、勤務時間は午後2時～午後6時の枠を追加した4枠となります。
・公・告示日から投票日までの期間は選挙によって異なります。

備考

世田谷区選挙事務補助（会計年度任用職員）勤務時間帯例

任用期間中に所定の日数を勤務していただきます。
※勤務日・勤務時間帯については、採用決定後に調整させていただきます。

公・告示日
３５日前

公・告示日
３４日前

公・告示日
３３日前

公・告示日
３２日前

公・告示日
３１日前

公・告示日
３０日前

公・告示日
２９日前

公・告示日
２８日前

公・告示日
２７日前

公・告示日
２６日前

公・告示日
２５日前

公・告示日
２４日前

公・告示日
２３日前

公・告示日
２２日前

公・告示日
１６日前

公・告示日
１５日前

公・告示日
９日前

公・告示日
８日前

公・告示日
２１日前

公・告示日
２０日前

公・告示日
１９日前

公・告示日
１８日前

公・告示日
１７日前

公・告示日
１４日前

公・告示日
１３日前

公・告示日
１２日前

公・告示日
１１日前

公・告示日
１０日前

●勤務時間は午後1時～午後5時（4時間）※休憩なし
●勤務場所は主に選挙管理委員会事務局
〔留意事項〕
・急な解散等に伴う選挙執行の場合、任用開始日が選挙期日の公示又は告示日３５日
前以降となる可能性があります。また、任用初日から大会議室にて勤務していただく
可能性があります。
・区議・区長選の場合、告示日の６日前から大会議室にて勤務していただきます。

備考

公・告示日
２日前

公・告示日
１日前

公・告示日
７日前

公・告示日
６日前

公・告示日
５日前

公・告示日
４日前

公・告示日
３日前


